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自転車は身近な交通手段ですが、一部の自転車利用者の交通ルール

を無視した行動やマナーの悪さに対する批判の声があります。

自転車は「車両」です。自動車と同じように法律で定められたルール

があり、守らなければ罰則を受けます。

自転車安全利用五則をはじめとする自転車の交通ルールを守りま

しょう。

日本は、覚醒剤、大麻等の大きな消費国となっています。

愛知県内で覚醒剤等の薬物事犯で検挙された人は、平成８

（１９９６）年以降、ずっと１，０００人を超える高水準が

続いています。

薬物乱用の恐ろしさは、何度でも繰り返し使用したくなる

性質、つまり、「依存性」を持っているということです。

繰り返し使用するうちに、薬物の中毒症状として、「殺さ

れる」、「つけられている」、「見張られている」などと

いった妄想や幻覚が現れます。

名古屋駅西交番

夜行バス集合場所

旧ゆりの噴水は

交番の前あたりで

す！

自転車安全利用規則

１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用


